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告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
騎
西
ホ
タ
ル
保
存
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

中
村 

守 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
加
須
市
外
田
ヶ
谷
一
〇
九
五
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
自
然
環
境
を
守
り
、
身
近
な
生
き
物
が
生
息
で
き
る
自

然
環
境
の
保
全
及
び
再
生
を
図
る
運
動
を
推
進
し
、
ホ
タ
ル
が
乱
舞
す
る
地
域
を
創
造
し
、
そ

れ
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
五
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i

t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
草
の
根
交
流
協
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

峯
嵜 

貴
生 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字
上
村
君
四
百
五
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

（
１
）
こ
の
法
人
は
日
本
国
に
お
け
る
農
林
水
産
業
問
題
、
高
齢
化
・
過
疎
・
過
密
問
題
、

防
火
・
防
犯
・
民
間
防
衛
問
題
、
環
境
問
題
、
資
源
問
題
、
教
育
問
題
、
医
療
・
福
祉
問
題
な

ど
の
諸
問
題
を
調
査
・
研
究
し
、
民
間
で
実
行
可
能
な
活
動
を
通
じ
て
解
決
を
図
る
こ
と
と
、

そ
れ
ら
を
通
じ
て
日
本
国
民
同
士
の
関
係
を
深
め
、
地
域
社
会
を
よ
り
円
滑
に
構
築
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

 

（
２
）
こ
の
法
人
は
日
本
国
及
び
世
界
各
国
の
文
化
及
び
そ
の
影
響
力
を
調
査
・
研
究
し
、

文
化
交
流
を
通
じ
て
架
け
橋
と
な
る
こ
と
で
、
日
本
国
内
及
び
日
本
国
と
世
界
各
国
と
の
平
和

と
繁
栄
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
六
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
生
活
サ
ポ
ー
ト
ほ
ほ
え
み 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 

山
本 

明
興 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
飯
塚
八
七
番
地
四 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
、
障
害
児
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
、
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
い
地
域
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
七
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉

県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
七
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
い
た
ま
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 

本
多 

均 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
和
田
町
二
丁
目
一
三
二
二
番
地
二 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
内
の
各
所
で
、
地
域
住
民
に
対
し
、
気
軽
に
複
数
の
ス

ポ
ー
ツ
を
継
続
的
に
楽
し
め
る
場
を
提
供
す
る
と
共
に
、
指
導
者
の
育
成
を
し
て
、
個
々
の
ニ

ー
ズ
に
応
じ
た
的
確
な
指
導
が
で
き
る
体
制
を
整
え
、
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
と
交
流
す
る
機
会

を
設
け
、
各
種
文
化
サ
ー
ク
ル
を
創
設
運
営
す
る
等
の
事
業
を
行
い
、
地
域
住
民
の
ス
ポ
ー
ツ

へ
の
生
涯
参
加
と
、
ス
ポ
ー
ツ
だ
け
で
な
く
、
文
化
的
な
面
か
ら
も
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
図
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
等
の
公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
八
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

新
座
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
デ
パ
ー
ト 

 
 

 

新
座
市
東
北
二
丁
目
三
十
二
番
十
二
号
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
マ
イ
カ
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

岡
田
元
也 

 

代
表
取
締
役 

川
本
敏
雄 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
三
丁
目
一
番
三
十
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
マ
イ
カ
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

松
井
博
史 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
三
丁
目
一
番
三
十
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
八
月
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
九
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

新
座
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
デ
パ
ー
ト 

 
 

 

新
座
市
東
北
二
丁
目
三
十
二
番
十
二
号
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
等 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
マ
イ
カ
ル 

他
二
十
六
社 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
マ
イ
カ
ル 

他
二
十
二
社 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
十
九
年
四
月
一
日 

他 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
八
月
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
十
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

新
座
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
デ
パ
ー
ト 

 
 

 

新
座
市
東
北
二
丁
目
三
十
二
番
十
二
号
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 
三
百
三
十
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

三
百
八
台 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

出
入
口
の
数 

五
箇
所 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

出
入
口
の
数 

三
箇
所 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
八
月
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
十
一
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

と
り
せ
ん
上
里
店 

 
 

 

上
里
町
大
字
七
本
木
二
千
三
十
二
―
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
王
子
不
動
産
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

清
水
和
紀 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
中
央
区
銀
座
二
丁
目
十
五
番
二
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
王
子
不
動
産
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

山
田
信
雄 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
中
央
区
銀
座
五
丁
目
十
二
番
八
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
と
り
せ
ん 

代
表
取
締
役 

前
原
章
宏 

 
 

 
 

 
 

 
 

群
馬
県
館
林
市
下
早
川
田
町
七
百
番
地 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
と
り
せ
ん 

代
表
取
締
役 

前
原
宏
之 

 
 

 
 

 
 

 
 

群
馬
県
館
林
市
下
早
川
田
町
七
百
番
地 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日 

他 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
十
二
号



 
 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
第
四
十
三
期
埼
玉
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
一
名
か
ら
の
辞
任
の
申
出
に
伴
い
、
そ
の
補
欠

委
員
を
任
命
す
る
た
め
、
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
労
働
者
委
員
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

推
薦
資
格 

   

労
働
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
で
き
る
も
の
は
、
埼
玉
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
し
、
労

働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
及
び
第

五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
労
働
組
合
と
す
る
。 

二 

被
推
薦
者
資
格 

 
 

法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

三 

推
薦
手
続 

   

労
働
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
し
よ
う
と
す
る
労
働
組
合
は
、
推
薦
書
及
び
略
歴
書
に
、
当
該

労
働
組
合
が
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
旨
の
埼
玉
県
労
働
委
員
会

の
証
明
書
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。 

四 

推
薦
期
間 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日
（
火
）
か
ら
同
月
二
十
八
日
（
火
）
ま
で 

五 

推
薦
に
必
要
な
書
類
の
提
出
先 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
勤
労
者
福
祉
課 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
十
三
号



告 
 

示 

  
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
六
十
六
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
度
後
期
技
能
検
定
の
実
施
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

実
施
等
級
別
職
種 

 

イ 

特
級 

 
 

 

鋳
造
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
金
型
製
作
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
工
場

板
金
、
め
つ
き
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
機
械
保
全
、
電
子
機
器
組
立
て
、

電
気
機
器
組
立
て
、
半
導
体
製
品
製
造
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、
光

学
機
器
製
造
、
内
燃
機
関
組
立
て
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
油
圧
装
置
調
整
、
建
設
機
械
整

備
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
プ
ラ
ス
チ
ツ
ク
成
形
及
び
パ
ン
製
造 

 

ロ 

一
級
及
び
二
級 

 

工
場
板
金
（
機
械
板
金
作
業
、
数
値
制
御
タ
レ
ッ
ト
パ
ン
チ
プ
レ
ス
板
金
作
業
）
、
金
属

ば
ね
製
造
（
線
ば
ね
製
造
作
業
）
、
機
械
検
査
（
機
械
検
査
作
業
）
、
機
械
保
全
（
機
械
系

保
全
作
業
、
電
気
系
保
全
作
業
、
設
備
診
断
作
業
）
、
電
気
機
器
組
立
て
（
シ
ー
ケ
ン
ス
制

御
作
業
）
、
半
導
体
製
品
製
造
（
集
積
回
路
チ
ッ
プ
製
造
作
業
、
集
積
回
路
組
立
て
作
業
）
、

プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
（
プ
リ
ン
ト
配
線
板
設
計
作
業
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
作
業
）
、

自
動
販
売
機
調
整
（
自
動
販
売
機
調
整
作
業
）
、
鉄
道
車
両
製
造
・
整
備
（
走
行
装
置
整
備

作
業
、
鉄
道
車
両
点
検
・
調
整
作
業
）
、
内
燃
機
関
組
立
て
（
量
産
形
内
燃
機
関
組
立
て
作

業
）
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
（
空
気
圧
装
置
組
立
て
作
業
）
、
油
圧
装
置
調
整
（
油
圧
装
置

調
整
作
業
）
、
農
業
機
械
整
備
（
農
業
機
械
整
備
作
業
）
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
（
冷

凍
空
気
調
和
機
器
施
工
作
業
）
、
婦
人
子
供
服
製
造
（
婦
人
子
供
既
製
服
パ
タ
ー
ン
メ
ー
キ

ン
グ
作
業
、
婦
人
子
供
既
製
服
縫
製
作
業
）
、
和
裁
（
和
服
製
作
作
業
）
、
石
材
施
工
（
石

材
加
工
作
業
）
、
パ
ン
製
造
（
パ
ン
製
造
作
業
）
、
菓
子
製
造
（
洋
菓
子
製
造
作
業
）
、
酒

造
（
清
酒
製
造
作
業
（
二
級
の
み
）
）
、
建
築
大
工
（
大
工
工
事
作
業
）
、
か
わ
ら
ぶ
き
（
か

わ
ら
ぶ
き
作
業
）
、
配
管
（
建
築
配
管
作
業
）
、
型
枠
施
工
（
型
枠
工
事
作
業
）
、
鉄
筋
施

工
（
鉄
筋
組
立
て
作
業
）
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
工
事
作
業
）
、

防
水
施
工
（
合
成
ゴ
ム
系
シ
ー
ト
防
水
工
事
作
業
、
塩
化
ビ
ニ
ル
系
シ
ー
ト
防
水
工
事
作
業
、

改
質
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
シ
ー
ト
ト
ー
チ
工
法
防
水
工
事
作
業
）
、
ガ
ラ
ス
施
工
（
ガ
ラ
ス
工
事

作
業
）
、
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図
（
機
械
製
図
手
書
き
作
業
、
機
械
製
図
Ｃ
Ａ
Ｄ
作
業
）
金

属
材
料
試
験
（
組
織
試
験
作
業
）
、
塗
装
（
鋼
橋
塗
装
作
業
）
及
び
舞
台
機
構
調
整
（
音
響

埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
十
四
号



機
構
調
整
作
業
（
二
級
の
み
）
） 

 
ハ 

三
級 

 

機
械
検
査
（
機
械
検
査
作
業
）
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
（
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

作
業
）
、
和
裁
（
和
服
製
作
作
業
）
、
建
築
大
工
（
大
工
工
事
作
業
）
及
び
機
械
・
プ
ラ
ン

ト
製
図
（
機
械
製
図
手
書
き
作
業
） 

 

ニ 

単
一
等
級 

 

電
子
回
路
接
続
（
電
子
回
路
接
続
作
業
）
及
び
樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工
（
樹
脂
接
着
剤
注

入
工
事
作
業
） 

二 

試
験
の
方
法 

 
 

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験 

三 

実
施
期
日
、
実
施
場
所
及
び
試
験
問
題
の
公
表 

 

イ 

実
技
試
験 

 
 

１ 

実
施
期
日 

 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日
（
月
）
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
日
（
日
）
ま

で
の
間
に
お
い
て
、
埼
玉
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。)

が
指
定

す
る
日 

 
 

２ 

実
施
場
所 

協
会
が
指
定
す
る
場
所 

 
 

３ 

試
験
問
題
の
公
表 

 
 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日
（
金
）
に
協
会
事
務
所
で
公
表
す
る
（
一
部
の
職
種
を

除
く
。
）
。 

 

ロ 

学
科
試
験 

 
 

１ 

実
施
期
日 

 

次
の
表
の
検
定
職
種
の
欄
に
掲
げ
る
職
種
に
応
じ
、
同
表
の
実
施
期
日
の
欄
に
掲
げ
る

日 

      
 

一 

一
級
及
び
二
級 

 

機
械
検
査
、
電
気
機
器
組
立
て
、

内
燃
機
関
組
立
て
、
婦
人
子
供
服

製
造
、
菓
子
製
造
、
配
管
、
型
枠

施
工
、
鉄
筋
施
工
、
ガ
ラ
ス
施
工
、

金
属
材
料
試
験 

検
定
職
種 

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
三
日
（
日
） 

実
施
期
日 



                                  

一 

一
級
及
び
二
級 

 

舞
台
機
構
調
整 

一 

特
級 

 

鋳
造
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加

工
、
放
電
加
工
、
金
型
製
作
、
金

属
プ
レ
ス
加
工
、
工
場
板
金
、
め

つ
き
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ

イ
カ
ス
ト
、
機
械
保
全
、
電
子
機

器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、

半
導
体
製
品
製
造
、
プ
リ
ン
ト
配

線
板
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、

光
学
機
器
製
造
、
内
燃
機
関
組
立

て
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
油
圧

装
置
調
整
、
建
設
機
械
整
備
、
婦

人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、

プ
ラ
ス
チ
ツ
ク
成
形
、
パ
ン
製
造 

二 

一
級
及
び
二
級 

 

工
場
板
金
、
自
動
販
売
機
調
整
、

鉄
道
車
両
製
造
・
整
備
、
油
圧
装

置
調
整
、
農
業
機
械
整
備
、
冷
凍

空
気
調
和
機
器
施
工
、
石
材
施
工
、

パ
ン
製
造
、
酒
造
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
機
械
・

プ
ラ
ン
ト
製
図 

三 

三
級 

 

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
機

械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図 

二 

三
級 

 
 

機
械
検
査 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
日
（
水
） 

平
成
二
十
三
年
一
月
三
十
日
（
日
） 

 



              
 

２ 

実
施
場
所 

 
 

 
 

協
会
が
指
定
す
る
場
所 

四 

受
検
申
請
の
手
続 

 

イ 

提
出
書
類 

 
 

１ 

技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
） 

２ 

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
資
格
を

証
す
る
書
面 

 
 

３ 

手
数
料
の
払
込
み
を
証
す
る
書
面 

 

ロ 

提
出
先 

 
 

 

協
会 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
北
浦
和
五
丁
目
六
番
五
号
（
郵
便
番
号
三
三
〇─

〇
〇
七
四
） 

 

ハ 

受
付
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
七
日
（
月
）
か
ら
同
年
十
月
八
日
（
金
）
ま
で 

 

ニ 

受
検
申
請
に
関
す
る
注
意 

 
 

１ 

申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
協
会
で
交
付
す
る
。 

 

な
お
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
郵
送
で
求
め
る
場
合
は
、
受
検
し
よ
う
と
す
る
等
級
を
明
記

し
、
切
手
百
四
十
円
分
を
同
封
し
て
請
求
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

申
請
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
面
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
在
中
」
と
朱 

 
 

書
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

郵
送
に
よ
る
申
請
書
は
、
受
付
期
間
内
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。 

五 

手
数
料 一 

一
級
及
び
二
級 

 

金
属
ば
ね
製
造
、
機
械
保
全
、

半
導
体
製
品
製
造
、
プ
リ
ン
ト
配

線
板
製
造
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、

和
裁
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、

塗
装 

二 

三
級 

和
裁
、
建
築
大
工 

三 

単
一
等
級 

 

電
子
回
路
接
続
、
樹
脂
接
着
剤

注
入
施
工 

平
成
二
十
三
年
二
月
六
日
（
日
） 



 

次
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
郵
便
振
替
で
協
会
に
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実
技
試
験
又
は

学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
除
を
受
け
る
試
験
に
係
る
手
数
料
の
納
付

を
要
し
な
い
。 

 

な
お
、
受
検
申
請
を
受
け
付
け
た
後
は
、
申
請
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ

た
場
合
で
も
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。 

 

イ 

実
技
試
験 

 
 

１ 

特
級 

一
六
、
五
〇
〇
円 

 
 

２ 

一
級
、
二
級
、
三
級
及
び
単
一
等
級 

                               

婦
人
子
供
服
製
造 

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工 

農
業
機
械
整
備 

油
圧
装
置
調
整 

空
気
圧
装
置
組
立
て 

内
燃
機
関
組
立
て 

鉄
道
車
両
製
造
・
整
備 

自
動
販
売
機
調
整 

プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造 

半
導
体
製
品
製
造 

電
気
機
器
組
立
て 

機
械
保
全 

機
械
検
査 

金
属
ば
ね
製
造 

工
場
板
金 

検
定
職
種 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇
（
一
一
、
〇
〇
〇
） 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇
（
一
一
、
〇
〇
〇
） 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

手
数
料
（
円
） 



    

                                   備
考 

手
数
料
（
円
）
の
欄
の
（ 

）
は
、
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県

条
例
第
九
号
）
別
表
産
業
労
働
部
の
項
第
十
一
号
金
額
の
欄
の
知
事
が
別
に
定
め
る
者
に

樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工 

電
子
回
路
接
続 

舞
台
機
構
調
整 

塗
装 

金
属
材
料
試
験 

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図 

ガ
ラ
ス
施
工 

防
水
施
工 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工 

鉄
筋
施
工 

型
枠
施
工 

配
管 

か
わ
ら
ぶ
き 

建
築
大
工 

酒
造 

菓
子
製
造 

パ
ン
製
造 

石
材
施
工 

和
裁 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇
（
一
一
、
〇
〇
〇
） 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇
（
一
一
、
〇
〇
〇
） 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇 

一
六
、
五
〇
〇
（
一
一
、
〇
〇
〇
） 



関
す
る
公
示
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
一
号
）
に
定
め
る
者
に
適
用
す
る
。 

 
ロ 

学
科
試
験
（
全
職
種
） 

 
 

 

三
、
一
〇
〇
円 

六 

合
格
発
表
及
び
通
知 

 

イ 

技
能
検
定
合
格
者
の
発
表 

 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日
（
火
）
に
埼
玉
県
庁
本
庁
舎
一
階
南
玄
関
の
掲
示
板
に
掲
示

す
る
ほ
か
、
協
会
か
ら
合
格
者
に
対
し
書
面
で
通
知
す
る
。 

 

ロ 

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
合
格
通
知 

 
 

 

協
会
か
ら
合
格
者
に
対
し
書
面
で
通
知
す
る
。 

七 

そ
の
他 

 

こ
の
技
能
検
定
に
関
し
不
明
な
点
は
、
埼
玉
県
産
業
労
働
部
産
業
人
材
育
成
課
又
は
協
会
に
問

い
合
わ
せ
る
こ
と
。 



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
須
市
備
前
堀
土
地
改
良
区
か
ら
の
新
規
土
地
改
良
事

業
八
ヶ
村
落
地
区
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
）
施
行
の
認
可
申
請
を
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
日
適

当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
決
定
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
六
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
六
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

加
須
市
役
所 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
十
五
号



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
九
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

南 

沢 
 

郁 

一 

郎 

一 

道
路
の
種
類 

県
道   

二 

路

線

名  

春
日
部
松
伏
線 

三 

道
路
の
区
域



 
 

 

 

春
日
部
市
藤
塚
二
三
一
一
番
一
地
先
か
ら

同
市
藤
塚
二
三
四
一
番
二
地
先
ま
で 

 
 区 

 
 
 
 

間 

 

新 
 

 
 

旧 

 
 

旧
新
別 

 

十
二
・
三
○ 

   
 
 

一
一
・
○
○ 

  
 

 
 

幅
員
（
メ
ー
ト
ル
） 

  

 

  
 
 

一
八
三
・
○ 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

    

自
転
車
歩
行
者
道
整
備
工
事 

備 

 

 

考 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
九
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

山 

崎 

英 

治 
 

一 

道
路
の
種
類 

一
般
国
道 

二 

路 

線 

名 

百
二
十
二
号 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
 

 

新 
 

旧 

旧 

新 

別 

 

�
田
市
関
山
四
丁
目
三
四
二
九
番
一
地
先

か
ら
同
市
東
三
丁
目
四
一
九
四
番
一
三
地

先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 

間 

一
六
・
五
〇
～ 

 

二
五
・
〇
〇
～ 

 
 

四
九
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

九
五
七
・
〇
〇 

  

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

平
成
十
八
年
六
月
九
日
付
け
埼
玉
県
杉
戸
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十
三
号
の
一
部

変
更
で
あ
る
。 備 

 
 
 
 
 

考 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
八
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 

      



 

 

六 

号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
二
年
八
月

二
十
六
日 

指
定
の
年
月
日 

飯
能
市
大
字
笠
縫
九
四
の
一
～
九
三
の
一 

飯
能
市
大
字
笠
縫
一
七
〇
の
三
～
一
七
〇
の
四 

 

指

定

道

路

の

位

置 

七
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

一
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 
 
 
 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 

 

 

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
九
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 

      



 

 

七 

号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
二
年
八
月

三
十
日 

指
定
の
年
月
日 

入
間
市
大
字
根
岸
字
東
狭
山
八
六
の
二
番
地
先
～
八
七
の
二

番
地
先 

入
間
市
大
字
狭
山
台
字
武
蔵
野
六
七
の
七
番
地
先
～
六
七
の

一
一
番
地
先 

指

定

道

路

の

位

置 

六
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル  

三
六
・
二
〇
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 
 
 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

 

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

松 

居 
 

 

和 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
九
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

県
議
会
平
成
二
十
二
年
九
月
定
例
会
提
出
予
定
案
件
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 

       



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
六
号 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
二
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
西
第
十
一
区
）
に
お
け
る

選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
金
額
の
制
限
額
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 
 

 
 

一
○
、
六
八
五
、
○
○
○
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
七
号 

 

埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
西
第
十
一
区
）
を
次
に
よ
り
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

選
挙
期
日 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
二
日 

二 

選
挙
す
べ
き
議
員
数 
一
人 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
八
号 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
二
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
西
第
十
一
区
）
に
お
け
る

選
挙
長
及
び
選
挙
長
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
欠
け
た
場
合
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
次
の
と

お
り
選
任
し
た
。 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

選
挙
長 

 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
赤
尾
一
四
一
六
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

安 

野 
 

 

昇 

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者 

 

埼
玉
県
坂
戸
市
本
町
七
番
二
十
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長 

嶋 
 

 

昂 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
九
号 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
二
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
西
第
十
一
区
）
に
お
け
る

開
票
の
事
務
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
選
挙
会
場
に
お
い
て
選
挙
会
の
事
務
に
併
せ
て
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
三
十
号 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
二
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
西
第
十
一
区
）
に
つ
き
発

行
す
る
選
挙
公
報
の
掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
の
日
時
及
び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

日
時 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

午
後
六
時 

二 

場
所 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
室 



雑 
 

報 

 
普
通
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

普
通
肥
料
の
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 

鈴 

木 

栄 

一 
 

 
 

 



平成２２年 ７月分 

肥料の種類等 保証票添付者 肥料の名称 

検   査   の   概   要 

備 考 分  析  結  果 保証票 
の検査 

その他 
の検査 項  目 指摘事項 

消石灰 菱光石灰工業株式会
社 

７２菱印特選顆粒消
石灰 

主成分－ＡＬ 
    

ネオショット 主成分－ＡＬ     

ネオショットＲＸ 主成分－ＡＬ     

村樫石灰工業株式会
社 

７２粒状消石灰 主成分－ＡＬ 
    

秩父石灰工業株式会
社 

最上特選消石灰 主成分－ＡＬ     

顆粒消石灰 主成分－ＡＬ     

特製消石灰 主成分－ＡＬ     

アグリ７２ 主成分－ＡＬ     

岩水石灰工業株式会
社 

６０．０消石灰 主成分－ＡＬ 
    

注１ 分析検査及びその他検査の欄は、検査対象荷口全体の肥料を代表しうるように必要袋数（ばらの場合には、必要部位数）を抽出し、混合した試料１点に
ついて検査した結果である。 

 ２ 分析検査項目に係る指摘事項は、分析値と規格・基準値又は表示値とを比較した結果である。 
 ３ 主成分の略号は、次のとおりである。 

ＡＬ－アルカリ分 



雑 
 

報 

 
収
去
し
た
飼
料
等
の
試
験
結
果
の
概
要
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

  

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）

第
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
七
月
に
収
去
し
た
飼
料
等
の
試
験
結
果
の

概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日                                               

                     
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 

鈴 

木 

栄 

一 

 



１．安全性に関する検査 

製 造 事 業 場 等 の 
名 称 及 び 所 在 地 

収 去 場 所 
飼料又は飼料 
添加物の区分 

飼料又は飼料添加物の名称 
製  造 
(輸入) 
年 月 

試 験 項 目 
違反の有無及び 
違反の内容 

富士農産株式会社 
群馬県前橋市鼻毛石町
2101-1 

小山商事株式会社 
埼玉県行田市大字埼玉
3351 

乾牧草 オーツヘイ 22．7 重金属－カドミウム、鉛、ひ素 無 

同上 同上 乾牧草 US チモシー 22．6 重金属－カドミウム、鉛、ひ素 無 

株式会社スエオカ・ハーベ
スト 
東京都中央区八重洲二丁目
4番 11 号 

同上 乾牧草 カナダチモシー 22．6 重金属－カドミウム、鉛、ひ素 無 

同上 同上 乾牧草 アルファルファ 22．7 重金属－カドミウム、鉛、ひ素 無 

ＫＨＳ貿易株式会社 
愛知県高浜市呉竹町 5 丁目
2-3 

同上 乾牧草 カナダチモシー 22．7 重金属－カドミウム、鉛、ひ素 無 

木徳神糧株式会社 
東京都中央区銀座七丁目 2
番 22 号 

同上 乾牧草 トールフェスク 22. 6 重金属－カドミウム、鉛、ひ素 無 

清水港飼料株式会社鹿島工
場 
茨城県神栖市東深芝 4番 8 
 

同上 
肉用牛肥育用
配合飼料 

ばく麦ブレンド 22. 7 重金属－カドミウム、鉛、ひ素 無 

築野食品工業株式会社関東
工場 
埼玉県本庄市児玉町秋山
2166-6 

同左 脱脂米糠 脱脂米糠 22. 7 重金属－カドミウム、鉛、ひ素 無 

(注)１．飼料又は飼料添加物の名称の欄中の「 ○規  」は、法第二十七条第一項又は第二十九条第二項若しくは第三十条第二項の規定に基づく規格適合表示飼料であることを示す。 

 
 
 
 



２．栄養成分に関する検査 

製 造 事 業 場 等 の 
名 称 及 び 所 在 地 

収 去 年 月 日 
収 去 場 所 

飼 料 の 名 称 
製  造 
(輸入) 
年 月 

試 験 結 果 の 概 要 

違反の内容 粗たん
白 質 

％ 

粗脂肪 
％ 

ｶﾙｼｳﾑ 
％ 

リ  ン 
％ 

粗繊維 
％ 

粗灰分 
％ 

揮発性 
塩基性 
窒  素 

％ 

水溶性 
窒  素 

％ 

ﾍﾟﾌﾟｼﾝ 
消化率 

％ 

ＴＤＮ 
％ 

Ｍ Ｅ 
kcal/kg 

その他 
の検査 

富士農産株式会社 
群馬県前橋市鼻毛石
町 2101-1 

H22.7.20 
小山商事株式会
社 
行田市大字埼玉
3351 

オーツヘイ 22．7 

                 

－ 無 

7.2  1.8  0.15  0.12  18.8  6.2       

同上 同上 US チモシー 22．6 

                 

－ 無 

7.0  2.0  0.24  0.15  28.5  5.6       

株式会社スエオカ・
ハーベスト 
東京都中央区八重洲
二丁目 4番 11 号 

同上 カナダチモシー 22．6 

                 

－ 無 

5.0  1.8  0.20  0.13  26.2  3.8       

同上 同上 アルファルファ 22．7 

                 

－ 無 

14.3  2.0  0.74  0.22  27.2  6.6       

ＫＨＳ貿易株式会社 
愛知県高浜市呉竹町
5丁目 2-3 

同上 カナダチモシー 22．7 

                 

－ 無 

6.1  2.8  0.20  0.20  29.2  3.9       

木徳神糧株式会社 
東京都中央区銀座七
丁目 2番 22 号 

同上 トールフェスク 22．6 

                 

－ 無 

5.5  1.4  0.19  0.11  31.9  5.4       

清水港飼料株式会社
鹿島工場 
茨城県神栖市東深芝
4番 8 
 

同上 ばく麦ブレンド 22．7 

12.5
以上 

2.0
以上 

0.10
以上 

0.10
以上 

9.0
以下 

9.0
以下 

     

－ 無 

12.5  3.6  0.19  0.53  3.5  3.4       



築野食品工業株式会
社関東工場 
埼玉県本庄市児玉町
秋山 2166-6 

H22.7.22 
同左 

脱脂米糠 22．7 

             

－ 無 

18.1  0.9  0.06  2.91  8.2  12.2       

(注)１．飼料の名称の欄中の「 ○規  」は、法第二十七条第一項又は第二十九条第二項若しくは第三十条第二項の規定に基づく規格適合表示飼料であることを示す。 

   ２．試験結果の概要の欄にあっては、個別検査項目別に上段に表示成分量、下段に分析結果を示し、違反の内容の欄に表示成分量に対して過不足があった場合当該成分の過不足
量（絶対量)を示す。 

 



雑 
 

報 

 
主
要
農
作
物
の
県
奨
励
品
種
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

平
成
二
十
二
年
九
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

奨
励
品
種
の
採
用 

イ 

採
用
し
た
品
種 

水
稲
う
る
ち
「
彩
の
み
の
り
」 

ロ 

採
用
し
た
理
由 

 

良
質
、
良
食
味
で
、
病
害
虫
複
合
抵
抗
性
を
有
し
て
お
り
、
早
植
え
栽
培
か
ら
麦
あ 

と
栽
培
ま
で
、
地
域
適
応
性
も
高
く
、
今
後
、
作
付
の
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
。 

 
 

 
 

 
 

二 

奨
励
品
種
か
ら
の
廃
止 

イ 

廃
止
し
た
品
種 

 
 

水
稲
う
る
ち 

「
朝
の
光
」 

ロ 

廃
止
し
た
理
由 

 
 

良
質
な
中
生
品
種
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
き
た
が
、
新
た
な
品
種
へ
の
転
換
に
よ
り
、

今
後
、
作
付
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
。 

 

 
 

 
 

 


